
議

案

第

十

号

 

 
 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

二

年

二

月

二

十

四

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者

 

港

区

長

 
 

武

 

井

 

雅

 

昭

 
 

 
 

 

 

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

条

例

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

高

齢

者

の

生

き

が

い

づ

く

り

並

び

に

介

護

予

防

及

び

健

康

づ

く

り

を

支

援

す

る

と

と

も

に

、

区

民

の

相

互

交

流

及

び

自

主

的

活

動

の

促

進

を

図

り

、

も

っ

て

区

民

福

祉

の

増

進

に

寄

与

す

る

た

め

、

港

区

立

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

（

以

下

「

プ

ラ

ザ

」

と

い

う

。

）

の

設

置

及

び

管

理

運

営

に

関

し

、

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

名

称

及

び

位

置

）

 

第

二

条

 

プ

ラ

ザ

の

名

称

及

び

位

置

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

 

名
　
　
称

位
　
　
置



 

 

港
区
立
青
南
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
青
山
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
赤
坂
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
飯
倉
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
西
麻
布
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
麻
布
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
本
村
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
南
麻
布
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
虎
ノ
門
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
三
田
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

東
京
都
港
区
南
青
山
四
丁
目
十
番
一
号

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
十
六
番
五
号

東
京
都
港
区
赤
坂
六
丁
目
四
番
八
号

東
京
都
港
区
東
麻
布
二
丁
目
十
六
番
十
一
号

東
京
都
港
区
西
麻
布
二
丁
目
二
番
二
号

東
京
都
港
区
元
麻
布
三
丁
目
九
番
十
一
号

東
京
都
港
区
南
麻
布
三
丁
目
五
番
十
五
号

東
京
都
港
区
南
麻
布
一
丁
目
五
番
二
十
六
号

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
十
一
番
十
号

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
一
番
十
七
号



 

（

事

業

）

 

第

三

条

 

プ

ラ

ザ

は

、

第

一

条

に

定

め

る

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

次

の

事

業

を

行

う

。

 

一

 

高

齢

者

の

生

き

が

い

づ

く

り

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

 

二

 

介

護

予

防

及

び

健

康

づ

く

り

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

 

三

 

区

民

の

相

互

交

流

及

び

自

主

的

活

動

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

 

四

 

高

齢

者

の

利

用

に

供

す

る

た

め

、

敬

老

室

等

を

無

料

で

公

開

す

る

こ

と

。

 

五

 

プ

ラ

ザ

施

設

の

利

用

に

関

す

る

こ

と

（

前

号

に

掲

げ

る

事

業

を

除

く

。

）

。

 

六

 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

業

 

（

休

館

日

）

 

港
区
立
港
南
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
白
金
台
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
白
金
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
高
輪
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

港
区
立
豊
岡
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

東
京
都
港
区
港
南
四
丁
目
二
番
一
号

東
京
都
港
区
白
金
台
四
丁
目
八
番
五
号

東
京
都
港
区
白
金
三
丁
目
十
番
十
二
号

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
十
九
番
十
一
号

東
京
都
港
区
三
田
五
丁
目
七
番
七
号



第

四

条

 

プ

ラ

ザ

の

休

館

日

は

、

一

月

一

日

か

ら

同

月

三

日

ま

で

及

び

十

二

月

二

十

九

日

か

ら

同

月

三

十

一

日

ま

で

と

す

る

。

た

だ

し

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

れ

を

変

更

し

、

又

は

臨

時

に

休

館

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

開

館

時

間

）
 

第

五

条

 

プ

ラ

ザ

の

開

館

時

間

は

、

午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

と

す

る

。

た

だ

し

、

日

曜

日

に

あ

っ

て

は

、

午

前

九

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で

と

す

る

。

 

２

 

敬

老

室

の

公

開

時

間

は

、

午

前

九

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で

と

す

る

。

 

３

 

前

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

前

二

項

に

定

め

る

時

間

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

で

き

る

も

の

の

範

囲

）

 

第

六

条

 

プ

ラ

ザ

を

利

用

で

き

る

も

の

の

範

囲

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

一

 

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

 

二

 

区

内

の

事

務

所

又

は

事

業

所

に

勤

務

し

て

い

る

者

 

三

 

前

二

号

に

掲

げ

る

者

を

主

な

構

成

員

と

す

る

団

体
 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

適

当

と

認

め

る

も

の

 

（

利

用

の

承

認

）

 

第

七

条

 

プ

ラ

ザ

施

設

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な



い

。

 
２

 
区

長

は

、

前

項

の

承

認

に

当

た

り

、

必

要

な

条

件

を

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

の

不

承

認

）

 

第

八

条

 
区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

し

な

い

。

 

一

 

公

の

秩

序

又

は

善

良

の

風

俗

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

二

 

営

利

を

目

的

と

し

て

利

用

す

る

と

き

。

 

三

 

管

理

上

支

障

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

場

合

の

ほ

か

、

特

に

区

長

が

不

適

当

と

認

め

る

と

き

。

 

（

使

用

料

）

 

第

九

条

 

利

用

の

承

認

を

受

け

た

も

の

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

は

、

別

表

に

定

め

る

使

用

料

を

前

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

区

長

は

、

前

項

の

使

用

料

に

つ

い

て

、

そ

の

額

を

割

り

引

い

た

定

期

利

用

券

及

び

回

数

券

を

別

表

の

と

お

り

発

行

す

る

。

 

（

使

用

料

の

減

免

）

 

第

十

条

 

区

長

は

、

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

使

用

料

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

使

用

料

の

不

還

付

）

 



第

十

一

条

 

既

に

納

め

た

使

用

料

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

区

民

無

料

公

開

の

日

）

 

第

十

二

条

 
区

長

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

が

無

料

で

プ

ラ

ザ

施

設

の

一

部

を

利

用

で

き

る

日

を

設

け

る

。

 

（

利

用

権

の

譲

渡

等

の

禁

止

）

 

第

十

三

条

 

利

用

者

は

、

利

用

の

権

利

を

譲

渡

し

、

又

は

転

貸

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

施

設

の

変

更

禁

止

）

 

第

十

四

条

 

利

用

者

は

、

プ

ラ

ザ

施

設

に

特

別

の

設

備

を

し

、

又

は

変

更

を

加

え

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

受

け

た

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

（

利

用

承

認

の

取

消

し

等

）

 

第

十

五

条

 

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

取

り

消

し

、

又

は

利

用

を

制

限

し

、

若

し

く

は

停

止

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

利

用

目

的

又

は

利

用

条

件

に

違

反

し

た

と

き

。

 

二

 

こ

の

条

例

若

し

く

は

こ

れ

に

基

づ

く

規

則

に

違

反

し

、

又

は

区

長

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

。

 

三

 

災

害

そ

の

他

の

事

故

に

よ

り

、

プ

ラ

ザ

施

設

の

利

用

が

で

き

な

く

な

っ

た

と

き

。

 

四

 

工

事

そ

の

他

の

都

合

に

よ

り

、

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

。

 



（

原

状

回

復

の

義

務

）

 
第

十

六

条

 

利

用

者

は

、

プ

ラ

ザ

施

設

の

利

用

を

終

了

し

た

と

き

は

、

直

ち

に

当

該

施

設

を

原

状

に

回

復

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

前

条

の

規

定

に

よ

り

、

利

用

の

承

認

を

取

り

消

さ

れ

、

又

は

利

用

を

停

止

さ

れ

た

と

き

も

同

様

と

す

る

。

 

（

損

害

賠

償

の

義

務

）

 

第

十

七

条

 

利

用

者

は

、

プ

ラ

ザ

施

設

に

損

害

を

与

え

た

と

き

は

、

区

長

が

相

当

と

認

め

る

損

害

額

を

賠

償

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

額

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

 

第

十

八

条

 

区

長

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

、

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

っ

て

区

長

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

、

プ

ラ

ザ

の

管

理

運

営

に

関

す

る

業

務

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

第

三

条

各

号

に

掲

げ

る

事

業

に

関

す

る

業

務

（

利

用

の

承

認

に

係

る

も

の

を

除

く

。

）

 

二

 

施

設

、

付

属

設

備

及

び

物

品

の

保

全

（

軽

易

な

修

繕

及

び

整

備

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

に

関

す

る

業

務

 

三

 

施

設

内

の

清

潔

の

保

持

、

整

と

ん

そ

の

他

の

環

境

整

備

に

関

す

る

業

務

 



（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

 
第

十

九

条

 

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

っ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

最

も

適

切

に

プ

ラ

ザ

の

管

理

運

営

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

る

者

を

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

前

条

各

号

に

掲

げ

る

業

務

に

つ

い

て

相

当

の

知

識

及

び

経

験

を

有

す

る

者

を

当

該

業

務

に

従

事

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。
 

二

 

安

定

的

な

経

営

基

盤

を

有

し

て

い

る

こ

と

。

 

三

 

プ

ラ

ザ

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

す

る

と

と

も

に

、

効

率

的

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

 

四

 

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

 

五

 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

規

則

で

定

め

る

基

準

 

３

 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

す

る

と

き

は

、

効

率

的

か

つ

効

果

的

な

管

理

運

営

を

考

慮

し

、

指

定

の

期

間

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

法

人

等

）

 

第

二

十

条

 

区

長

は

、

区

議

会

議

員

、

区

長

、

副

区

長

並

び

に

法

第

百

八

十

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

委

員

会

の

委

員

及

び

委

員

が

、

無

限

責

任

社

員

、

取

締

役

、

執

行

役

若

し

く

は

監

査

役

若

し

く

は

こ

れ

ら

に

準

ず

べ

き

者

、

支

配

人

又

は

清

算

人

（

以

下

「

役

員

等

」

と

い

う

。

）

と

な

っ

て

い

る

法

人

そ

の

他

の

団

体

（

区



が

資

本

金

、

基

本

金

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

も

の

の

二

分

の

一

以

上

を

出

資

し

て

い

る

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

っ

て

、

区

議

会

議

員

以

外

の

者

が

役

員

等

と

な

っ

て

い

る

も

の

を

除

く

。

）

を

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

取

消

し

等

）

 

第

二

十

一

条

 
区

長

は

、

指

定

管

理

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

第

十

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

運

営

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

一

 

管

理

運

営

の

業

務

又

は

経

理

の

状

況

に

関

す

る

区

長

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

。

 

二

 

第

十

九

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

を

満

た

さ

な

く

な

っ

た

と

認

め

る

と

き

。

 

三

 

第

二

十

三

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

管

理

運

営

の

基

準

を

遵

守

し

な

い

と

き

。

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

当

該

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

運

営

を

継

続

す

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

る

と

き

。

 

（

指

定

管

理

者

の

公

表

）

 

第

二

十

二

条

 

区

長

は

、

指

定

管

理

者

の

指

定

を

し

、

若

し

く

は

指

定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

運

営

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

管

理

運

営

の

基

準

等

）

 



第

二

十

三

条

 

指

定

管

理

者

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

、

プ

ラ

ザ

の

管

理

運

営

に

関

す

る

業

務

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
一

 
関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

な

管

理

運

営

を

行

う

こ

と

。

 

二

 

利

用

者

に

対

し

て

適

切

な

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

を

行

う

こ

と

。

 

三

 

施

設

、

付

属

設

備

及

び

物

品

の

保

全

を

適

切

に

行

う

こ

と

。

 

四

 

業

務

に

関

連

し

て

取

得

し

た

個

人

に

関

す

る

情

報

を

適

切

に

取

り

扱

う

こ

と

。

 

２

 

区

長

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

指

定

管

理

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

前

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

に

関

し

必

要

な

事

項

 

二

 

業

務

の

実

施

に

関

す

る

事

項
 

三

 

業

務

の

実

績

報

告

に

関

す

る

事

項
 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

プ

ラ

ザ

の

管

理

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

 

（

委

任

）

 

第

二

十

四

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

三

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

六

条

か

ら

第

八

条

ま

で

、

第

九

条

第

一

項

、

第

十

条

、

第

十

一

条

及

び

第

十

三

条

か

ら

第

十

五

条

ま

で

の



規

定

は

平

成

二

十

三

年

一

月

五

日

か

ら

、

第

十

九

条

か

ら

第

二

十

二

条

ま

で

及

び

第

二

十

四

条

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

港

区

立

健

康

福

祉

館

条

例

の

廃

止

）

 

２

 

港

区

立

健

康

福

祉

館

条

例

（

平

成

十

三

年

港

区

条

例

第

五

十

一

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

（

港

区

立

健

康

福

祉

館

条

例

の

廃

止

に

伴

う

経

過

措

置

）

 

３

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

廃

止

前

の

港

区

立

健

康

福

祉

館

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

さ

れ

て

い

る

定

期

利

用

券

で

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

有

効

な

も

の

は

、

そ

の

利

用

期

間

の

末

日

ま

で

の

間

、

第

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

さ

れ

た

定

期

利

用

券

と

み

な

す

。

 

４

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

旧

条

例

第

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

さ

れ

て

い

る

回

数

券

は

、

第

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

発

行

さ

れ

た

回

数

券

と

み

な

す

。

 

５

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

旧

条

例

第

二

十

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

港

区

立

虎

ノ

門

健

康

福

祉

館

又

は

港

区

立

港

南

健

康

福

祉

館

の

指

定

管

理

者

と

し

て

指

定

さ

れ

て

い

る

法

人

そ

の

他

の

団

体

は

、

施

行

日

か

ら

そ

の

指

定

の

期

間

の

末

日

ま

で

の

間

、

そ

れ

ぞ

れ

第

十

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

港

区

立

虎

ノ

門

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

又

は

港

区

立

港

南

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

の

指

定

管

理

者

に

指

定

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 

別

表

（

第

九

条

関

係

）

 

一

 

個

人

利

用

の

場

合

の

使

用

料

 

 
 
 

（一） 

一

回

利

用

の

場

合

の

使

用

料

 

       

港

 

南

 

青

 

山

 

虎

ノ

門

 

プ
ラ
ザ
名 

ア

ク

ア

ル

ー

ム

、

ト

レ

 

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム

、

浴

 

室 体

育

館

 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム

 

種 
 

別 

小

学

生

・

中

学

生

 

大

人

 

小

学

生

・

中

学

生

 

大

人

 

小

学

生

・

中

学

生

 

大

人

 

二

〇

〇

円

 
 

五

〇

〇

円

 
 

五

〇

円

 
 

二

〇

〇

円

 
 

一

六

〇

円

 
 

四

〇

〇

円

 
 

使

 

用

 

料

 



       

   

 
 

備

考

 

一

 

第

六

条

第

四

号

に

該

当

す

る

大

人

の

使

用

料

は

、

各

使

用

料

の

倍

額

と

す

る

。

 

二

 

学

齢

未

満

の

者

が

利

用

す

る

場

合

は

、

無

料

と

す

る

。

 

三

 

一

回

利

用

と

は

、

利

用

の

都

度

、

使

用

料

を

納

付

す

る

利

用

を

い

う

。

 

 
 
 

（二） 

定

期

利

用

の

場

合

の

使

用

料

 

  
 

プ
ラ
ザ
名 

区 

分 

使 

用 
料 



     

備

考

 
定

期

利

用

は

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

大

人

又

は

区

内

の

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

に

勤

務

し

て

 

い

る

大

人

に

限

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 
 

（三） 

回

数

券

利

用

の

場

合

の

使

用

料

 

        

備

考

 

回

数

券

利

用

は

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

大

人

又

は

区

内

の

事

務

所

若

し

く

は

事

業

所

に

勤

務

し

て

い

る

大

人

に

限

る

も

の

と

す

る

。

 

 

二

 

団

体

利

用

の

場

合

の

使

用

料

 

  

港 

南 
虎
ノ
門 

定
期
利
用
券
（

一
月
） 

定
期
利
用
券
（

一
月
） 

五
、
六
〇
〇
円 

 

四
、
五
〇
〇
円 

 

  

 

港 

南 

虎
ノ
門 

プ
ラ
ザ
名 

回
数
券
（
一
一

、
五
〇
〇
円

券
） 

回
数
券
（
五
、

五
〇
〇
円
券

） 

回
数
券
（
九
、

二
〇
〇
円
券

） 

回
数
券
（
四
、

四
〇
〇
円
券

） 

区 

分 

一
〇
、
〇
〇
〇

円 
 

五
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

 

四
、
〇
〇
〇
円 

 

使 

用 

料 

             

南
麻
布 

虎
ノ
門 

三 

田 

プ
ラ
ザ
名 

敬
老
室
（
和
室
） 

集
会
室
Ｃ
（
和
室
） 

集
会
室
Ｂ
（
洋
室
） 

集
会
室
Ａ
（
洋
室
） 

敬
老
室
（
和
室
） 

多
目
的
室 

敬
老
室
（
和
室
） 

集
会
室
Ｃ
（
洋
室
） 

集
会
室
Ｂ
（
洋
室
） 

集
会
室
Ａ
（
洋
室
） 

種

 

別

 

 

一
、
二
〇
〇
円 

 

一
、
二
〇
〇
円 

 

一
、
二
〇
〇
円 

  

一
、
二
〇
〇
円 

  
 

二
、
〇
〇
〇
円 

 

一
、
二
〇
〇
円 

 

一
、
四
〇
〇
円 

 

午 

前 

午
前
九
時
か
ら 

正 
 

午
ま
で 

使

 

用

 

料

  

一
、
六
〇
〇
円 

 

一
、
六
〇
〇
円 

 

一
、
六
〇
〇
円 

  

一
、
六
〇
〇
円 

  
 

二
、
七
〇
〇
円 

 

一
、
六
〇
〇
円 

 

一
、
八
〇
〇
円 

 

午 

後 

午
後
一
時
か
ら 

午
後
五
時
ま
で 

三
、
四
〇
〇
円 

 

二
、
一
〇
〇
円 

 

二
、
一
〇
〇
円 

 

二
、
一
〇
〇
円 

 

八
〇
〇
円 

 

二
、
一
〇
〇
円 

 

四
、
三
〇
〇
円 

 

三
、
六
〇
〇
円 

 

二
、
一
〇
〇
円 

 

二
、
五
〇
〇
円 

 

夜 

間 

午
後
五
時
三
十

分
か
ら 

午
後
九
時
三
十

分
ま
で 

          
備

 

考

 



                 

            

 

飯 

倉 

西
麻
布 

麻 

布 

本 

村 

集
会
室
Ａ
（
和
室
） 

敬
老
室
（
和
室
） 

集
会
室
Ｃ
（
和
室
） 

集
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